
３ 年金管理課 
 

公的年金制度は、厚生労働大臣が公的年金に係る財政責任・管理運営責任を担う一方、

日本年金機構が厚生労働大臣から委任・委託を受け、その直接的な監督の下で、公的年

金に係る一連の運営業務（適用・徴収・記録管理・相談・裁定・給付等）を担っていま

す。 

中国四国厚生局では、国民の老後を支える公的年金制度について、将来にわたり持続

可能で国民が安心できる制度の確立に向けて、年金事業の運営業務を担う日本年金機構

や市町村と連携し、円滑な事業運営に取り組んでいます。 

 

（１）日本年金機構が行う滞納処分等に係る認可  

① 概要 

厚生年金保険等の保険料の徴収業務は厚生労働大臣から権限の委任を受けた日本年

金機構において実施していますが、滞納処分に関する業務の公正性、客観性を担保す

るため、日本年金機構が行う滞納処分等の実施については、厚生労働大臣の事前認可

が必要となっており、年金管理課においてその認可に関する業務を行っています。 

 

② 実績（平成２８年度） 

・ 日本年金機構が行う滞納処分等の認可件数             （単位：件） 

県  名  
厚生年金 船員保険 国民年金 計  

通常分  緊急分  随時分  通常分  緊急分  通常分  緊急分  通常分  緊急分  随時分  

鳥  取  7,114 10 0 31 0 151 0 7,296 10 0 

島  根  7,376  0 0 23 0 109 2 7,508 2 0 

岡  山  23,139 5 10 29 0 493 3 23,661 8 10 

広  島  28,710 5 0 86 0 712 10 29,508 15 0 

山  口  11,662 2 0 132 0 258 5 12,052 7 0 

合  計  78,001 22 10 301 0 1,723 20 80,025 42 10 

 

（２）日本年金機構の理事長が任命する徴収職員及び保険料等の収納を行う職員

の認可 

① 概要 

滞納処分を実施する職員については、日本年金機構の理事長が任命する徴収職員が

実施します。当該徴収職員及び保険料等の収納を行う収納職員については、厚生労働

大臣の事前認可が必要となっており、年金管理課においてその認可に関する業務を行

っています。 

 

 

 

 



② 実績（平成２８年度） 

・徴収職員、収納職員の認可数（単位：人） 

 

（３）日本年金機構が行う立入検査等に係る認可  

① 概要 

厚生年金保険法及び国民年金法等の規定により日本年金機構が行う適用事業所に対

する事業所調査、未適用事業所に対する加入指導・立入検査及び被保険者・受給権者

に関する調査等の実施についても厚生労働大臣の事前認可が必要となっており、年金

管理課においてその認可に関する業務を行っています。 

 

② 実績（平成２８年度） 

・日本年金機構が行う立入検査等の認可件数              （単位：件） 

 

（４）日本年金機構が行った滞納処分等の実施結果に係る報告  

① 概要 

日本年金機構が滞納処分等や立入検査等を行った場合は、実施結果について、報告

を受けることとなっており、滞納処分等認可処理要領に基づいて認可されたものであ

るか、また、適正に調査が実施されているかの確認等を行っています。 

県   名 徴収職員 収納職員 

鳥   取 12 13 

島   根 8 8 

岡   山 22 23 

広   島 24 26 

山   口 26 26 

合   計 92 96 

県名  

 

立入検査等 
 

計  

 

未適用  
事業所  

 

適  用  
事業所  

 

情報提  

供によ  

る未適  

用事業  

所  

 

情報提  
供によ  
る適用  
事業所  

 

会計検  

査院の  

指摘に  

よる適  

用事業  

所  

 

被保険者 
 

受給権者 
 

鳥取  1,087 3,375 0 4 0 0  1  4,467 

島根  1,273 7,131 0 2 0 0  0  8,406 

岡山  5,582 12,905 0 14 70 0  4 18,575 

広島  12,715 17,850 42 53 67 0  3 30,730 

山口  3,145 8,451 7 7 63 0  0 11,673 

合計  23,802 49,712 49 80 200 0  8 73,851 



② 実績（平成２８年度） 

ア 日本年金機構からの滞納処分等の実施結果報告件数（単位：件） 

（注）報告対象は、認可を行ったうち差押（及び解除）、参加差押 

（及び解除）、交付要求（及び解除）、換価、取立、配当事務、 

捜索、換価猶予、執行停止の件数です。 

 

イ  日本年金機構からの立入検査等の調査結果報告件数        (単位：件) 

（注）立入検査等の調査については、平成２８年４月から平成２９年３月まで 

に調査結果報告を受けたもの（平成２７年４月から平成２８年３月まで 

に認可したもの）です。 

（注）受給権者等の調査については、平成２９年４月に実施結果報告を受けた 

もの（平成２８年４月から平成２９年３月までに認可したもの）です。 

 

（５）日本年金機構との連絡調整等 

① 概要 

上記に掲げるもののほか、日本年金機構が行う年金事業が適正かつ円滑に運営され

るよう、日本年金機構との情報交換や共有化を図り、また、地域年金展開事業への協

力支援を行っています。 

 

② 実績（平成２８年度） 

年金制度関係の最近の情勢や厚生局及び日本年金機構の中国管内の業務状況などに

ついて情報交換を行いました。 

 

県  名  厚生年金保険等  国民年金  

鳥  取  652 93 

島  根  672 70 

岡  山  1,801 246 

広  島  2,582 456 

山  口  1,349 221 

合  計  7,056 1,086 

県  名  

立入検査等 
 

受給権者・被保険者 
 

合  計  

 

実施  

実施不能 

及び未実施 

 

実施  

実施不能 

及び未実施 

 鳥   取  2,279 971 1 

 

0 3,251 

島   根  3,755 1,076 0 

 

0 4,831 

岡   山  11,712 8,254 4 0 19,970 

広   島  13,790 12,349 3 0 26,142 

山   口  5,883 3,002 0 0 8,885 

合   計  37,419 25,652 8 0 63,079 



ア 日本年金機構中国地域部との事務打合せ会議の開催･･･････２回 

（平成２８年４月、９月に開催） 

イ 地域年金事業運営調整会議（各県代表年金事務所主催）への参加 

・鳥取県 ２回（平成２８年８月２３日、平成２９年２月２１日） 

・島根県 ２回（平成２８年６月１７日、１２月７日） 

・岡山県 １回（平成２８年８月１８日） 

・広島県 ２回（平成２８年８月２４日、平成２９年２月２４日） 

・山口県 ２回（平成２８年６月２７日、平成２９年１月２３日） 

 

（６）社会保険労務士に関する業務 

① 概要 

社会保険労務士法に関する業務は厚生労働大臣が行うものとされていますが、以下

のアからキまでの社会保険諸法令に関するものは、地方厚生局長に委任されています。 

ア 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対する報告及び検査 

イ 社会保険労務士が社会保険労務士法等に違反した場合の社会保険労務士会等から

の通知の受理 

ウ  社会保険労務士会の総会決議の取消及び役員の解任の命令 

エ  社会保険労務士会に対する報告徴収、勧告及び調査 

オ  社会保険労務士会からの社会保険労務士等に対して注意勧告を行った場合の報告 

カ  社会保険労務士に不正があった場合の懲戒処分に係る聴聞 

キ  全国社会保険労務士会連合会が実施している社会保険労務士試験への協力 

 

② 実績（平成２８年度） 

各県の社会保険労務士会総会に出席するとともに、会則変更の報告を受けました。 

 

③ 中国管内の社会保険労務士会の状況（平成２９年３月末現在） 

県 名 

会員数 （単位：人） 社労士法

人数(単位

：法人) 

特定社会

保険労務

士（再掲） 

(単位：人) 

「街角の

年金相談

センター」

開設数 

 

 開 業 勤 務 その他 

鳥 取 133 95 15  23 2 46  0 

島 根 129 85 37  7 5 42  0 

岡 山 488 301 104  83 9 155  1 

広 島 793 619 93  81 23 288  2 

山 口 304 206 45  53 5 101  1 

合 計 1,847 1,306 294  247 44 632  4 

 

 

 



 

（７）年金委員に関する業務 

① 概要 

「年金委員」は、政府管掌年金事業の運営に協力して、国民の理解を高めるための

啓発や被保険者又は受給権者からの相談に応じた助言を行うなど、民間協力者として

の活動を行っています。この「年金委員」は、厚生年金保険の適用事業所において活

動する職域型年金委員と、地域において主に国民年金に関する活動を行う地域型年金

委員とに区分されています。 

年金管理課では、適用事業所の事業主や市町村長等からの推薦に基づき、日本年金

機構が年金委員としてふさわしいと判断した候補者のうちから委嘱を決定し、委嘱状

や年金委員証明書の交付事務等を行っています。 

 

② 実績（平成２８年度） 

年金委員の委嘱・解嘱の状況及び平成２９年３月末現在の年金委員数については次

のとおりです。 

・委嘱及び解嘱の状況（単位：人） 

・平成２９年３月末現在の年金委員（職域型、地域型）の状況（単位：人）  

 

（８）市町村に交付する国民年金等事務費交付金に関する業務 

① 概要 

国民年金法では、国民年金事業のうち各種届出書の受理など地域住民に密着した事

県    名  

職域型  地域型  

委嘱  解嘱  委嘱  解嘱  

鳥    取  103 51 2 6 

島    根  92 56 8 2 

岡    山  253 219 8 3 

広    島  130 127 4 3 

山    口  92 87 12 0 

合    計  670 540 34 14 

県    名  

年金委員数  

計  職域型  地域型  

鳥    取  1,159 82 1,241 

島    根  1,124 97 1,221 

岡    山  3,485 129 3,614 

広    島  3,920 211 4,131 

山    口  2,247 126 2,373 

合    計  11,935 645 12,580 



務（国民年金への加入や基礎年金などの請求手続きの事務等）は、法定受託事務とし

て市町村が行うこととされており、これらの事務処理等に必要な費用は、国民年金等

事務費交付金（以下「国民年金交付金」という。）として、国民年金法に基づき国が

交付することとされています。また、法定受託事務以外にも市町村が国民年金事務に

関し協力連携として行った事務について、交付要綱に基づき国民年金交付金の対象と

しています。 

年金管理課では、国民年金交付金の交付に関して、市町村の申請に基づく概算交付

申請や精算交付申請に関する審査等の事務、決算審査及び実地審査等を行うとともに、

法定受託事務に関する市町村との連絡調整を行っています。 

 

② 実績（平成２８年度） 

国民年金交付金の適正な処理等のため、決算実地審査のほか、次の事業を実施しま

した。 

ア 市町村担当者事務説明会を実施（１２月） 

イ 岡山県及び広島県都市国民年金協議会に出席して国民年金事務等にかかる意見要

望の回答を実施（６、１０月） 

 

・平成２８年度の交付状況                                  

（注）市町村数は、平成２９年３月末現在の数です。 

 

（９）健康保険事務指定市町村交付金に関する業務 

① 概要 

健康保険法第３条第２項の規定による被保険者（日雇特例被保険者）に係る保険者

の業務のうち、厚生労働大臣が行うこととされている健康保険被保険者手帳の交付及

び収受その他これらに付帯する業務は、法定受託事務として、厚生労働大臣が指定す

る市町村（以下「事務指定市町村」という。）の長が行うものとされています。 

年金管理課では、この事務指定市町村の指定及び取消の手続き等の業務を行ってい

ます。 

 

 

県    名 

 

市町村数 

 

申請市  

町村数  

 

交付決定額 

 

      （単位：千円）  

概算交付額 精算交付額 

鳥    取  19 19 119,424 68,028 51,396 

島    根  19 19 121,433 68,450 52,983 

岡    山  27 27 366,382 209,633 156,749 

広    島  23 23 560,124 306,413 253,711 

山    口  19 19 263,008 148,468 114,540 

合    計  107 107 1,430,371 800,992 629,379 



 

② 実績（平成２８年度） 

・平成２８年度の状況 

（注）指定市町数は、平成２９年３月末現在の数です。 

 

（10）学生納付特例事務法人に関する業務 

① 概要 

学生納付特例事務法人は、大学や専門学校等に在籍する学生・生徒である国民年金

第１号被保険者の委託を受けて、保険料の学生納付特例申請に関する事務を代行する

ことができます。大学や専修学校等が学生納付特例事務法人となるためには、厚生労

働大臣の指定が必要です。 

年金管理課では、学生納付特例事務法人の指定のほか、不適切な事務処理があった

場合の改善命令や法人指定の取り消し等の事務を行っています。 

 

② 実績（平成２８年度） 

中国管内の大学及び専修学校等２００校に対して、学生納付特例制度の周知及び学

生納付特例事務法人制度の協力依頼を行いました。 

 

③ 中国管内の学生納付特例事務法人又は教育施設（平成２９年３月末現在） 

・学生納付特例事務法人 ２１法人 

・学生納付特例事務取扱教育施設 ２施設 

 

（11）保険料納付確認団体に関する業務 

① 概要 

保険料納付確認団体は、会員である国民年金第１号被保険者に対して、保険料納付

状況を定期的に提供することができます。保険料納付確認団体となるためには、厚生

労働大臣の指定が必要です。 

年金管理課では、団体の指定のほか、不適切な事務処理があった場合の改善命令や

指定の取り消し等を行っています。 

 

② 実績（平成２８年度） 

新たに指定等を行った団体はありません。 

 

③ 中国管内の保険料納付確認団体（平成２９年３月末現在） 

１団体 

 

県 名 鳥 取 島 根 岡 山 広 島 山 口 合 計 

指定市町数 

 

０ 

 

１ 

 

１ 

 

１２ 

 

０ 

 

１４ 

 


